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第 30 次地方制度調査会第 18 回専門小委員会（24.8.3）で示された 
「都と特別区に関する検討の視点」に対する特別区の考え方 

 
 

○ 都区制度はすでに定着しており、基本的には大きな制度変更は必要ないと

考えるか。あるいは、効率性や住民自治等の観点から見直すべき点はないか。

・現行制度は、都区制度の歴史的経緯や都区関係者の要望等を踏まえ、効率性

や住民自治等の観点も含めて、東京大都市地域の特殊性に応じた大都市制度

として改正が行われたものであり、都区制度を前提とする限り基本的には完

成された制度である。 

・しかし、現行制度の解釈自体に都区間の差異がある現実を踏まえると、今後

都区協議での自主的解決が不可能となる事態に至った場合には、①第三者に

よる裁定等の現行制度の補完措置、又は②特別区制度調査会の提言等による

抜本改正等の解決策を検討することも必要となる。  

 

○ 多くの特別区の人口規模が中核市・特例市並みであることから、中核市・

特例市が行っている事務を特別区に移譲することについて、どう考えるか。

他方、人口が少ない特別区があることについてどう考えるか。 

・本来、人口規模によって事務配分に差を設けるのではなく、基礎自治体が可

能な限り役割を担えるように財政措置を含めて手立てを講じるべきである。 

・特別区は、すでに全ての区が中核市の中心的業務である保健所設置市の事務

を担っており、現行制度のもとでも、都区間及び特別区間の財政調整機能に

よる裏付けも含め、人口規模に拘わらず、中核市並み以上の役割を負うこと

は可能である。 

・特別区の場合には、相対的に人口が少ない特別区の方が財政力が高く、都区

財政調整による 23 区間の財源均衡も図れるので、人口規模が事務移譲の支障

になることは考えにくい。 

 

○ 現在特別区で処理している事務の中に、都において処理すべき事務はある

か。特別区が一部事務組合で共同処理している事務（例：ごみ焼却施設の整

備・管理運営、人事委員会等）についてどのように考えるか。 

・医療保険制度や生活保護制度など、本来国が財政責任を負うべき事務につい

て、都が広域自治体の立場でより一層の責任を果たすべきものはありうるが、
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その場合でも、事務処理は基礎自治体が役割を負うことが必要であり、現在

特別区が実施している事務のうち、都の処理に全面的に委ねるべきものは想

定できない。 

・一方、現在特別区が共同処理で行っている事務は、都区制度に直接依るもの

でも、23 区一体ありきのものでもなく、事務処理方法のひとつとして特別区

が協議により自主的に選択したものである。広域的な処理がふさわしい事務

であっても、特別区優先の原則により可能な限り特別区の連携によって対処

するのが、現行制度の趣旨であり、また、特別区が共同処理に責任を持つこ

とにより、都が実施する場合と比べ、各特別区が実施する関連業務との連携

がしやすいほか、住民に身近な各特別区の行政機関や議会、住民等の声を反

映させやすく、効率的、効果的な執行が可能となっている。 

・共同処理について、効率性や民主制の面で問題があると指摘する意見もある

が、各特別区の住民代表が一部事務組合の執行機関や議会の構成員となって

おり、その権限を行使するについては、所属の各団体の議会や住民の意向を

踏まえながら団体の代表として責任を持って対処することから、民主制が損

なわれるものではなく、都が実施するよりも住民に身近な行政が確保できる。

また、意見調整に要する非効率性の指摘についても、各団体の議会における

審議と同様、議論を尽くしたうえでできる限り多くの意見を反映させるため

の経過であり、効率性にもとるものとは言えない。 

・なお、例に上がっている人事委員会の共同設置については、特別区の人事行

政に係わるものであり、都による処理の議論の余地はない。 

 

○ 特別区の区域のあり方について、どう考えるか。 

・区域のあり方は、それぞれの自治体が、歴史的な経過と将来に向けての展望

を踏まえながら、自らの生き方を自主的に選択する問題であり、そのいかん

によって、事務権能や財源の制約が課されるものであってはならない。 

・特別区は、現在でも保健所設置市の事務を全ての区で担っているように、充

分な行財政能力を有しており、都区財政調整の機能もあいまって、今後の権

限移譲にあたっても規模の差による制約を受ける状況にはない。 

・特別区の区域のあり方については、東京大都市地域を複数の基礎自治体で担

うこととしている現行制度の趣旨はもとより、各特別区の行財政能力、広域

的対応についての特別区間の連携協力の実績、税源偏在を均衡化させる都区

財政調整制度の存在等を勘案すれば、区域の再編をしなければならない必然

性はなく、各特別区が自主的に判断すべき問題である。 
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○ 都と特別区の税財源の配分について、どう考えるか。都区財政調整制度は

有効に機能しているか。 

（都と特別区の税財源の配分について） 

・現行の税体系を前提とする限り、平成 12 年都区制度改革時に移譲できるすべ

ての税源を特別区に移譲したものと理解しており、都区間の税配分自体は、

都と特別区の事業実施状況に見合った都市計画税の配分のあり方と調整税減

収時の特別区の財源補てん策の取り扱いを除いては、基本的にこれ以上の改

革は見込めないものと考えている。 

・都区間及び特別区間の財政調整の財源として都税とされている調整税（固定

資産税、市町村民税法人分及び特別土地保有税）については、都が一体的に

処理する「市町村事務」の財源を都に留保しつつ、特別区間の著しい財源の

偏在を調整し、東京大都市地域の行政の均衡を図る観点から特別区財政調整

交付金として配分されるものであり、その配分が適切に行われれば、都区制

度の趣旨に適った運用が期待できるものと理解している。 

・ただし、調整税が年度途中に減収となった場合に、一般の市町村がとりうる

減収対策に見合う特別区の対応策の整備が必要である。現在は、東京都の区

市町村振興基金を活用することで対応することとしているが、赤字債として

の活用も含めて可能となるようにすべきである。 

・現在特別区の区域において都税とされている都市計画税については、本来基

礎自治体の都市計画事業の財源であり、特別区が実施する都市計画事業に充

当されてしかるべきものである。現在都区間では、都の独自制度として都市

計画交付金を設けて一部特別区の都市計画事業の財源としているが、今後の

都区協議で都区双方の都市計画事業の実績に見合う配分ができないことが明

らかになった場合には、何らかの制度的整理が必要になる。 

・また、同じく都税とされている事業所税については、今後特別区への事務移

譲が進み、現在の調整 3 税では不足する事態に至った際は、調整税に組み入

れる措置を講じるべきである。 

（都区財政調整制度の実際について） 

・都区財政調整制度は、都区協議会の下に実務レベルの協議組織が置かれ、毎

年の協議の中で課題を確認し、順次改善を積み重ねながら運用している。 

・その意味では有効に機能しているが、都区の「市町村事務」の役割分担に応

じた財源配分についての合意が未解決であるほか、特別区間の財政調整に関

する区側の自主的な調整の反映や、調整税減収時の特別区の財源補てん措置、
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都市計画税が都税とされている下での都区の事業実績に見合う都市計画交付

金の配分、特別交付金の割合の縮小など、制度運用の根幹にかかわる事項に

ついて、都区の主張が折り合わず、解決が見通せない状況にある。 

・今後の協議での解決が不可能になった場合には、制度そのものの改善が必要

になる可能性がある。 

・なお、都から特別区への権限移譲が進み、特別区への財源配分が増えると、

各特別区の特別区財政調整交付金への依存度が高まり、財政モラルが維持で

きなくなるおそれを指摘する意見があるが、東京大都市地域の行政の均衡を

図るために、役割分担に応じた都区間の財源配分と各特別区の税源偏在を是

正する財源調整を行う都区財政調整制度の趣旨を踏まえるならば、指摘はあ

たらない。 

 

○ 都と特別区の間の調整は有効に行われているか。法定されている都区協議

会の運用状況についてどのように考えるか。 

・都区間では、法定の都区協議会とその下部機構をはじめ、様々な協議組織や

特別区の部課長会の場等を通じて頻繁に調整が行われており、概ね有効に調

整が行われている。 

・ただし、都区間の役割分担及び財源配分の原則についての認識の差に係る事

項については、折り合いがつかずこう着することがしばしば発生している。 

・都区協議会については、現在都区財政調整と都区のあり方検討に関する下部

機構を設けており、実務レベルの事前協議を行う体制となっているが、一層

の活性化を求める意見もある。 

・なお、都区間の協議について、都は一つであるから良いが、特別区は 23 団体

あり、利害も一致しないため、合意の手続きが煩雑で手間がかかったり、合

意がないと協議ができない等の問題を指摘する意見があるが、広域自治体と

基礎自治体の協議である以上、1 対複数の協議となるのは必然であり、まして

一つの大都市地域の行政を複数の基礎自治体と広域自治体の特別な役割分担

と相互の調整により処理する大都市制度としての都区制度の性格からすれば、

各団体の利害を調整しつつ都区関係を整理すべきことは当然のことである。

特別区は、長年の経緯の中で、各区の自主性・自立性を尊重しつつ、大都市

制度としての都区制度の趣旨に沿った互譲と協調の姿勢で意見調整を行いな

がら、都との協議に臨んできており、区側の協議がまとまらないために都区

協議に支障をきたしたことはないと理解している。 
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○ 地方自治法に位置づけられた都区制度と、都と特別区について個別法に定

められた各種制度との関係をどう考えるか。 

・個別法の定めは、平成 10 年の自治法改正時に全般的に見直しが行われ、基本

的には改正後の地方自治法における都区制度の趣旨に則って整理されている

ものと理解している。 

・特別区が基礎的な地方公共団体といっても、個別法の中に東京市の伝統を引

き継いで一括になっている部分もあり、非常に中途半端な状況になっている

と指摘する意見もあるが、例えば、指摘の例に上がっている地方交付税上の

都区合算規定については、平成 10 年の自治法改正の際に、「全国の普遍的・

標準的な行政水準を確保する交付税制度の中で、都区間の事務や財源区分等

の特例に応じた個別算定は技術的に極めて困難であるので、交付税制度と都

区財政調整制度が相まって都区双方の財源を保障する」という考え方で整理

されたものであり、都区制度の特殊性を踏まえた整理が行われている。 

・仮に現行の都区制度の趣旨に反する規定が存在するとすれば、見直しが行わ

れるべきである。 


